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湖誠会 会派視察報告書 

                        平成３０年８月１日(水) 

                                函館市 

 

函館市「成年後見センター」の先進的な取り組みについて 

【はじめに】 

 大津市では、成年後見に関する相談業務について、平成１９年度より委託業務と

して実施されてきたところであるが、年々、相談件数や利用支援の件数も増加して

きたことから、市民にとってもわかりやすく、活用が図れるよう、窓口の一本化を

図ることを目的に「権利擁護サポートセンター」を平成２８年度に設置されたとこ

ろである。 

 大津市では、市民後見人養成に向けて、段階的に研修を行い、市民後見人の養成

を目指しています。 

 以下、研修内容として、 

 第一段階・・・市民に対し、権利擁護支援への参画に向けての意識の醸成 

 第二段階・・・権利擁護に関心のある市民等を対象に、地域での見守り活動の 

ための知識の取得 

第三段階・・・権利擁護活動に関わる人材の養成 

第四段階・・・市民後見人の養成 

として、実施しています。 
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 しかしながら、現在、市民後見人の登録はありませんが、平成２９年度において

第三段階の実践養成研修を行っており、今後、事業所等での実際の経験を踏まえて

の登録となる予定です。 

 そこで、成年後見制度の新たな担い手である市民後見人を支援するための専門機

関として設置された函館市成年後見センターを訪問し、今後の議員活動に資するべ

く研修を行いました。 
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【函館市の概要】 

 

 室町時代の享徳 3年(1454年)，津軽の豪族 河野政通が宇須岸(ウスケシ：アイ

ヌ語で湾の端の意)と呼ばれていた漁村に館を築き，この館が箱に似ているところ

から「箱館」と呼ばれることになりました。この館跡は今の基坂を登ったところで

す。 

 明治2年(1869年)，蝦夷が北海道となり，箱館も函館と改められました。 

 函館市は，渡島半島の南東部に位置し，東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に

囲まれ，西は北斗市・七飯町・鹿部町と接しています。 
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【調査項目】 

１．函館市の成年後見制度を取り巻く環境と成年後見センター設立に至った経緯 

について・・・ 

 函館市では、全国や北海道平均を上回る急速な高齢化に伴い、増加傾向にある認

知症高齢者や、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人が、

自身の権利や財産を守り、自分らしく安心して暮らせる地域づくりが急務となって

きた。 

 そのために、成年後見制度を適切に利用できる環境や体制の構築を図ることとし、

平成２８年４月に成年後見制度に関する相談から制度の利用に至るまでのワンス

トップ窓口として、さらに成年後見制度の新たな担い手である市民後見人を支援す

るための専門機関として函館市成年後見センターを設置した。 

２．成年後見センター設置までの経緯について・・・ 

① 平成２５年１１月～平成２７年１月 函館市市民後見推進検討委員会設置 

② 平成２７年８月 函館市成年後見センター運営業務にかかる業者選定 

③ 平成２７年１１月～平成２８年３月 函館市成年後見センター準備業務委

託(函館市社会福祉協議会へ委託) 

④ 平成２８年４月 函館市成年後見センター開設 

３．市民後見人の養成について・・・ 

① 経過 

・平成２７年２月に、北海道、函館市および近隣市町の共催で市民後見人

養成研修を開催し、函館市民３８名が全課程を修了し修了証を交付 

・平成２８年４月の函館市成年後見センター設置後、センターより修了者

に対し市民後見人候補者登録の意向を確認した結果１７名が登録 

・新たな市民後見人候補者を確保するため、平成３０年度に２回目の市民

後見人養成研修を開催 
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② 養成研修終了者に対するフォローアップについて 

・成年後見センターでは、市民後見人として育成および資質向上を図るた

め、養成研修終了者に対してフォローアップ研修の実施 

４．函館市成年後見センター実績および課題について 

① 相談件数は、平成２８年度１２０件、平成２９年度は４０９件で、市民後

見受任件数は、平成２８年度０件、平成２９年度２件、平成３０年度は７

月末で３件 

② 課題としては、 

・関係機関とのさらなる連携 

・相談員等のスキルアップ 

・市民に対する制度やセンター利用のさらなる周知 

・市民後見人登録者の確保 

５．成年後見制度に係る今後の事業展開について 

函館市では、平成２９年３月に国の成年後見制度利用促進基本計画が策定された

ことを踏まえ、専門職能団体との意見交換を行いながら平成３０年度中に市町村の

基本計画を策定する方向で現在進めている。 

 今後は、市町村の基本計画の中で当該センターを中核機関と位置づける予定でい

ることから、中核機関として当該センターの機能強化を図るとともに、地域連携ネ

ットワークの構築を含めた関係機関との連携を深め、将来的には広域的な活動も視

野に入れたいと考えている。 

 また、新たな市民後見人の養成に関しては、候補者の登録者数と実際の利用状況

のバランスを見ながら随時の研修会開催を検討している。 

【参加議員からの質問事項】 

［八田議員］ 

① 虐待ケースからの連携について 
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・地域包括で解決に向けて取り組んでいる 

② 精神障害者保健福祉手帳所持者の対応について 

・市長申し立てでは時間がかかりすぎるため、報酬制度を利用 

③ 金銭管理について 

・日常生活支援として、支援員１７名中１０名が受託 

 センター職員は支援員とならない 

［仲野弘子議員］ 

① 設置までの準備期間について 

・平成２５年～平成２７年検討委員会を開催 

・不正防止のため法人での対応が必要である 

② 相談内容について 

・制度の内容の問い合わせが多い 

・制度の認知度は低い 

［草野議員］ 

① ３８名の修了者に対し、登録意向者が１７名では少ないのでは 

・事前説明会を開催しているが、周知不足の感がある 

・１回目の事前説明会で辞退者が出ている 

・２回目は登録を前提に説明会を開催 

② 設置者の募集について 

・複数問い合わせがあったが、最終は社協のみであった 

［近藤議員］ 

① 若年齢層への対応について 

・現状は平均５０歳ぐらいの対応で有り、３０，４０歳代は有職者が多く時間

的な検討が必要である。 

② 後見人の選考について 
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・規定による選考 

［伊藤議員］ 

① 対象者の親の対応について 

・発達障害児者等については、福祉的にとらえている 

② 保護司との連携について 

・連携し、再犯防止の観点から認識している 

③ 民生委員との連携について 

・現状は困難であるが在宅福祉委員との連携を図っている 

［竹内基二議員］ 

① 任意後見制度について 

・行政としては現在関わっていない 

・対象者が個別に依頼している 

【所 感】 

 函館市では、平成２９年３月に国の成年後見制度利用促進基本計画が策定され

たことを踏まえ、専門職能団体との意見交換を行いながら平成３０年度中に市町村

の基本計画を策定する方向で現在進めている。 

 今後は、市町村の基本計画の中で当該センターを中核機関と位置づける予定でい

ることから、中核機関として当該センターの機能強化を図るとともに、地域連携ネ

ットワークの構築を含めた関係機関との連携を深め、将来的には広域的な活動も視

野に入れたいと考えているとのことである。 

 また、新たな市民後見人の養成に関しては、候補者の登録者数と実際の利用状況

のバランスを見ながら随時の研修会開催を検討されている。 

 昨年度、特別委員会において、大津市が大津市社会福祉協議会に業務委託してい

る相談センターを視察してきたが、予算的なことからか、相談スペースとしては手

狭な感が拭えず、相談員の数も少なく機能が発揮できるには疑問を感じざるを得な
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い。 

 また、大津市としては市民後見人制度設置の設置については考慮されておらず、

高齢認知者が増えることを念頭に、早急に市民後見人制度の設置について検討すべ

きであると感じた。 


